
令和４年度鎌ケ谷市介護サービス事業者等指導監査実施方針 

 

１ 趣旨 

 この方針は、「鎌ケ谷市介護サービス事業者等指導実施要綱」及び「鎌ケ谷市介護サ

ービス事業者等監査実施要綱」に基づき、指導の重点事項及び指導目標等を明確にし

て、効率的及び効果的に指導し、公正かつ適正な監査を実施するために策定する。 

 

２ 指導の基本方針 

指導は、利用者の自立支援および尊厳の保持を念頭に、介護サービス事業者等の

サービスの質の確保や向上を目的とし、介護保険法（以下、「法」）第２３条等を

根拠とする文書の提出依頼や質問等を行い、介護給付等対象サービスの取扱いや介

護報酬の請求等に関する事項について指導を実施する。 

 

３ 指導の対象 

 指導の対象は次のとおりとする。 

（１）指定居宅サービス事業者 

（２）指定地域密着型サービス事業者 

（３）指定地域密着型介護予防サービス事業者 

（４）指定居宅介護支援事業者 

（５）指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院 

（６）指定介護予防サービス事業者 

（７）居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う者等 

（８）指定介護予防支援事業者 

（９）第１号訪問事業を行う指定事業者 

（１０）第１号通所事業を行う指定事業者 

（１１）鎌ケ谷市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則（平成１２年

鎌ケ谷市 規則第４号）に基づき登録を受けた事業者 

 

４ 集団指導の実施方法 

 集団指導は、制度管理の適正化について指導するもので、介護サービス事業者等

に一定の場所へ招集して、指定事務の制度説明、改正法の趣旨やその内容の理解促

進等を、講習等の方法で実施する。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染予防及び拡大防止を鑑み、令和４年度の

集団指導は講習形式を取らず、資料の送付をもって実施とする方法も検討する。 

 

５ 運営指導の種類 

（１）一般指導  運営や報酬請求について指導するもので、介護サービス事業所

等に鎌ケ谷市の指導職員が出向き、文書の閲覧やヒアリングに



より適正な事業運営がなされているかを確認し、改善が必要な

事項について指導する。 

（２）合同指導  運営や報酬請求について指導するもので、介護サービス事業所

等に千葉県の指導職員と鎌ケ谷市の指導職員が出向き、文書の

閲覧やヒアリングにより適正な事業運営がなされているかを確

認し、改善が必要な事項について指導する。 

 

６ 集団指導対象事業者の選定基準 

 鎌ケ谷市が指定権限を有する介護サービス事業者等を対象として選定を行う。 

 

７ 運営指導対象事業者の選定基準 

（１）一般指導  次のいずれかに該当する介護サービス事業者等を対象として選

定を行う。 

  ①前年度に鎌ケ谷市から指定を受けた介護サービス事業者 

  ②前回の実地指導から５年を経過した介護サービス事業者 

  ③その他、市長が特に必要があると認める介護サービス事業者       

等 

（２）合同指導 一般指導の対象とした介護サービス事業者等から必要と認める

事業者を対象として選定を行う。 

 

８ 運営指導の実施方法 

（１）運営指導の実施に際し、実施日の概ね１月前までに実施の目的、実施日、

実施時間、実施場所、準備及び提出すべき資料等について、当該介護サービ

ス事業者等に通知する。 

（２）通知を受理した介護サービス事業者等は、事前提出資料を用意し、通知に

記載のある期日までに提出する。また、実施日までに、運営指導当日に確認

する資料について準備する。 

 （３）運営指導は、２人以上の指導職員で行う。 

 （４）運営指導は、運営状況や事務について説明ができる管理者及び介護サービ

ス事業者職員等の出席のもと、事業所の設備等の状況を確認し、資料の確認

及びヒアリング等を行い、運営や事務等の状況を確認する。 

（５）運営指導は、確認後、指導職員による講評を行い終了する。 

 

※事業所の設備を使用し介護保険サービス外の宿泊サービスを提供している 

事業所については、宿泊サービスの提供状況も確認する。 

   ※著しい運営基準違反や報酬請求に不正が確認された場合には、監査へ変更

となることがある。 



   ※高齢者虐待等により、利用者の生命や心身の安全に危害を及ぼすおそれが

ある場合には、上記の流れとは別の対応をすることがある。 

 

９ 運営指導実施後の措置 

（１）当日に指導職員が口頭にて指導した内容について事業者は、早急に改善を

行い、その改善状況等を報告する。 

 （２）実施日から概ね１月以内に運営指導の結果を通知する。 

 （３）結果通知に改善すべき事項が記載されていた場合には、改善状況を再度見

直し、改善した結果を指導事項改善報告書により報告する。 

 （４）改善内容が不十分であったり、改善したことが分かる書類に不備があった

りした場合には、再度の提出やヒアリング等をすることがある。 

 

１０ 運営指導における重点指導項目 

  令和４年度の運営指導については、次の項目を重点指導項目として運営指導を

行うものとする。 

 （１）人 員 基 準 人員基準に定める職員の資格及び員数を満たしているか 

 （２）運 営 基 準 利用者に対し、アセスメントやモニタリングを適切に実施

してサービス計画を作成し、サービス計画の見直し及び記

録等が実態に即して処理されているか 

 （３）介護報酬関係 介護報酬算定に関する告示を適切に理解し、加算・減算等

の基準に沿って適切に介護報酬が請求されているか 

 

１１ 監査の基本方針及び実施方法 

監査は、介護給付等の支給に係る居宅サービス等の質の確保や介護給付等の支給

の適正化を図るため、公正かつ適正な措置をとることを目的として、介護給付等対

象サービスの内容や介護報酬の請求の内容に関し、法に定める勧告、命令、指定の

取消し等の要件に該当する場合や介護報酬の請求の内容について不正もしくは著し

い不当が疑われる場合には、法第４２条第４項等を根拠に監査を実施する。 

 

１２ 監査の対象 

 指導の対象は次のとおりとする。 

（１）指定居宅サービス事業者 

（２）指定地域密着型サービス事業者 

（３）指定地域密着型介護予防サービス事業者 

（４）指定居宅介護支援事業者 

（５）指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院 

（６）指定介護予防サービス事業者 

（７）居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う者等 



（８）指定介護予防支援事業者 

（９）第１号訪問事業を行う指定事業者 

（１０）第１号通所事業を行う指定事業者 

（１１）鎌ケ谷市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則（平成１２年

鎌ケ谷市 規則第４号）に基づき登録を受けた事業者 

 

１３ 監査実施後の措置等 

（１）監査において、条例等で定める人員、設備及び運営に関する基準等に違反

したことを確認した場合は、法第７８条の９第１項等の規定に基づき、当該

介護サービス事業者等に対し、基準を遵守し適正な運営をするよう勧告す

る。 

（２）勧告を受けた介護サービス事業者等が、当該勧告に従わなかった場合、そ

の旨を公表することがある。 

（３）勧告を受けた介護サービス事業者等が、正当な理由なく当該勧告に係る措

置をとらなかったときは法第７８条の９第３項等に基づき、当該勧告に係る

措置をとるよう命令する。なお、命令した場合には、その旨を公示する。 

（４）条例等で定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たすことができな

くなったとき、要介護者等の人格尊重義務に違反したとき又は介護給付等の

請求に不正があったとき等には、当該介護サービス事業者等に係る指定の取

り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力の停止を行う。 

 


